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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上重要な課題であると認識しております。経営の透明性と公正性を確保し、的確な意思決定と迅
速な業務推進により企業価値の向上を図るとともに、企業倫理とコンプライアンスの確立した企業経営に努めております。そして、株主様をはじめ
さまざまなステークホルダーとの和を相互に調和させ、将来に亘って持続的に成長してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④．議決権電子行使プラットホーム・招集通知の英訳】

　当社の現在の株主構成においては、機関投資家および海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットホームの利用や招集通知
の英訳は実施しておりません。今後の機関投資家および海外投資家の持株比率を踏まえ検討してまいります。

【補充原則３－１②．英語での情報開示・提供】

　当社の現在の株主構成においては、海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の海外投資家
等の持株比率を踏まえ検討してまいります。

【補充原則４－１②．中期経営計画】

　当社は現在、中期経営計画の開示を行っておりませんが、社内ではその計画達成に向けて邁進しており、取締役会にて進捗確認・監督を行い、
必要に応じて方針や計画の見直しを行うこととしております。今後、中期経営計画の開示も検討してまいります。

【補充原則４－１③．後継者育成計画】

　当社は、次世代を担うに相応しい豊富な業務経験、幅広い見識、経営感覚、統率力、指導力を持った人材の育成に継続的に取り組んでおりま
す。　　

　当社は、最高経営責任者等の後継者育成計画は重要な課題であると認識しており、今後、計画の策定と運用に関し検討を進めてまいります。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性基準および資質】

　当社は、独自の独立性基準を設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準じて選任しております。

【原則４－１１．取締役会の実効性確保のための前提条件】

　現在、当社の取締役会は、ジェンダーや国際性等の多様性を考慮した構成とはなっておりませんが、今後の事業内容や事業規模等の変化を勘
案しながら検討してまいります。

【原則５－２．補充原則５－２①．経営戦略や経営計画の策定・公表】

　現在、当社は、中期経営計画の公表は行っておりませんが、資本市場からの要請が高まっていることを踏まえ、今後公表していく中期経営計画
では、収益力や資本効率等の目標、事業ポートフォリオの見直し、経営資源の配分等に関し、説明を充実させるべく検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．　政策保有株式】

　当社は、取引関係の維持・強化、情報収集、協力関係維持等につながり、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、
政策保有株式を保有します。

　保有する政策保有株式は、毎年取締役会において、個別銘柄ごとに長期的な成長性や経営成績、評価損益率や配当等の経済合理性を総合的
に検証し、保有の意義が十分でないと考えられる銘柄は縮減を検討します。

　政策保有の議決権については、その議案が当社の保有方針に適合しているか、発行会社の企業価値向上が期待できるか等の観点から総合的
に賛否を判断し行使を行います。

【原則１－７．　関連当事者間の取引】

　当社は、取締役会規程において取締役の競業取引、取締役と会社間の取引または利益相反取引について取締役会の承認が必要である旨定
めております。また、四半期ごとに、取引の有無を確認しております。

【補充原則２－４①．中核人材の多様性の確保】

　当社は、年齢、性別、国籍等区別することなく、求められる能力・知識・経験等にもとづいて管理職への登用等を行います。人材育成方針は、「長
期経営ビジョン2030」の基本構想にもとづき、「組織・人材の活性化」と定めました。これらを実現するために次のとおり、重点施策として取り組んで
まいります。

　・組織の再編と人材の育成

　・ビジョン実現に向けたマネジメント強化



　・情報共有とボトムアップによる事業運営の活性化

（ダイバーシティ＆インクルージョンの推進）

　当社グループでは、戦略的な人事制度改革の実践にあたり、女性活躍推進法にもとづく自主行動計画を実行しております。女性管理職候補者
の育成ならびに女性社員のモチベーション向上、昇進意欲喚起を目的とし、目標達成に向け各種施策を展開してまいります。

　性別にかかわらず、社員の知見・経験や専門性を組織に活かすこと、また多様な人材がより活躍できる場を広げることを目指し、2022年度から５
年間の行動計画に沿って女性活躍を推進してまいります。

　現時点では、女性係長級比率の目標を2027年３月までに10.0％としております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金制度を採用していないため、アセットオーナーとしての機能を有しておりません。

【原則３－１．情報開示の充実】

（ⅰ）経営理念や経営戦略、経営計画

　当社は、ホームページに経営理念、長期経営ビジョンを掲載しております。

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社は、コーポレートガバナンスの充実は経営上重要な課題であると認識しております。経営の透明性と公正性を確保し、的確な意思決定と迅
速な業務推進により企業価値の向上を図るとともに、企業倫理とコンプライアンスの確立した企業経営に努めております。そして、株主様をはじめ
さまざまなステークホルダーとの和を相互に調和させ、将来に亘って持続的に成長してまいります。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　株主総会決議による報酬限度額の範囲内において、社内取締役２名、独立社外取締役２名、社外有識者１名で構成される「指名報酬委員会」
（委員長は独立社外取締役）が取締役会の諮問に応じ、取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項を審議のうえ取締役会に答申し、取締
役会にて決定しております。

※詳細につきましては、本報告書【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役（監査等委員を除く）については、豊富な業務経験や幅広い見識を持ち、経営感覚に優れ、統率力、指導力を持っていること等を選出の
基準とし、代表取締役社長が指名報酬委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会で指名しております。

　監査等委員である取締役については、人格、見識、経歴等をもとに適任と考えられる候補者を選定することとしております。

　社外取締役については、東京証券取引所の独立性に関する判断基準に準拠して指名しております。

　また、取締役等が、その任期中に不正な行為あるいは会社の信用を損なう行為があると認める場合、または適格性に欠くと判断する場合は、法
令にもとづき解任も含めた所定の手続を取ります。取締役の解任提案は、指名報酬委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決定いたします。

（ⅴ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　当社は、取締役候補の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則３－１③．４－２②．サステナビリティへの取り組み】

　当社は、環境、社会、企業統治を意識し、適切な対応をすることが、会社の長期的な成長につながり、最終的には持続可能な社会の形成に役立
つと認識しております。具体的には、環境面では、環境マネジメントシステム、森林認証制度等の取り組みを通じて、環境負荷の少ない、サステナ
ビリティを意識した経営を行っております。また、社会面では、社会貢献活動を通じて社会との調和を高めること、また従業員の健康と生活に配慮
し、仕事と家庭の調和がとれるように、従業員と会社が協調しながら働きやすい職場環境づくりに努めております。

　なお、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、持続可能な社会の実現に貢献することを目的として、2022年６
月１日付けでサステナビリティ委員会を設置いたしました。中期経営計画・長期経営ビジョンにもとづき、サステナビリティの重要課題を特定し、こ
れらの改善に向けたPDCAサイクルとマネジメントサイクルを回しております。各部会の取り組みの評価においては、マネジメントレビューを通じ、
継続的な改善と課題の修正等を行っております。

【補充原則４－１①．経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会は、法令、定款の定める事項および株主総会決議にて授権された事項の他、取締役会が意思決定すべき事項を「取締役会規程」に定
めて運用しております。

　取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、取締役会の決定事項以外の個別の業務執行に伴う意思決定については、「職務権限
規程」に定め経営陣に委任しております。

【補充原則４－１０①．任意の諮問委員会の設置】

　当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役２名、社外有識者１名を含む５名で構成される「指名報酬委員会」を設置しており、委員会
の委員長は独立社外取締役から選任しております。これにより、取締役候補者の指名・解任、報酬額の決定について、透明性、公平性、客観性を
確保しております。

【補充原則４－１１①．取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】

　当社は、取締役の指名については、豊富な業務経験や幅広い見識を持ち、経営感覚に優れ、統率力、指導力を持っていること等を選出の基準
としております。

　現在の取締役会は、会社の業務に精通している者、会社経営の知識を備えた者、会計や法務に関する専門的な知識・経験を備えた者等で構成
されており、全体として適切なバランスが取れていると考えております。

　当社は、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則４－１１②．取締役の兼任状況】

　当社は、取締役はその役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力を当社取締役の業務に振り向けるべきであると考えております。当社
は、取締役の兼任状況について、株主総会招集通知および有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則４－１１③．取締役会評価の結果の概要】

　当社は、2021年３月期から、すべての取締役を対象に取締役会の実効性評価アンケートを実施し、その結果をもとに取締役会で議論し、分析・
評価を行っております。2023年３月期は、取締役会全体の実効性は確保されていると評価いたしました。今後も、継続的に取締役会の実効性向上
に努めてまいります。

【補充原則４－１４②．取締役に対するトレーニング】

　当社は、社内の取締役に対しては、必要に応じて社外の研修、講習会等を受講する機会を設けております。また、新任の取締役については、取
締役としての責務等について学ぶための外部講習を受講しております。

　社外取締役については、就任時に事業内容を知るためにすべての工場を見学し、必要な知識を習得しております。



【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との対話は、企業価値向上と持続的発展のために必要なことであると認識しており、合理的な範囲で前向きに対応すべきであると
考えております。

　当社は個人投資家向け会社説明会を年２回開催し、また、ホームページでのIR情報・サステナビリティ、株主通信の充実等に取り組んでおりま
す。

　今後も、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に取り組んでまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

酒井　正吾 692,300 8.94

福村　大介 407,601 5.26

福村　善光 400,000 5.16

株式会社十六銀行 385,000 4.97

岐阜信用金庫 376,000 4.85

丸紅株式会社 340,000 4.39

株式会社大垣共立銀行 300,000 3.87

ハビックス従業員持株会 195,560 2.52

ヤマニ洋紙工業株式会社 154,900 2.00

福村　洋介 136,100 1.75

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記「大株主の状況」は、2023年３月31日現在の状況を記載しております。

２．2021年７月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社が

2021年７月15日現在で375,500株（保有割合4.59％）の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年３月31日時点における実
質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 パルプ・紙

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

一川　明弘 税理士

葛西　良亮 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

一川　明弘 ○ ○ 独立役員に指定しております。

税理士として財務および会計に関する相当程
度の知見を有しております。また、当社との間
に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないことから、独立役員に指
定するものです。



葛西　良亮 ○ ○ 独立役員に指定しております。

弁護士として法務に関する相当程度の知見を
有しております。また、当社との間に特別な利
害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐
れがないことから、独立役員に指定するもので
す。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　常勤の監査等委員である取締役により、適切な情報の伝達、十分な情報の収集、会計監査人や内部監査室との緊密な連携を実現できているこ
とから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役を置いておりません。

　また監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使
用人を置きますが、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外
の取締役からの独立性と指示の実効性を確保するものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は会計監査人と連携し、経営の透明性の向上に努めております。また、決算および四半期決算の監査等を通じて定期的に打合せ
を実施しており、併せて、当社における会計上の課題についても積極的に意見交換を実施しております。

　内部監査室は、他の業務部門や管理部門から独立した社長直属の機関として設置しており、内部管理体制や業務運営、財産運用、保全状況等
を検証しております。内部監査室は監査等委員会と連携し、日常の内部監査の実施状況について情報交換するなど監査効率の向上に努めてお
ります。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 0 2 2 1 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 0 2 2 1 0
社外取
締役

補足説明



　指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役または社外有識者の５名で構成され、その過半数は独立社外取締役（監査等
委員を含む）または社外有識者としております。

　同委員会は当社における任意の諮問機関であり、取締役の指名、報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を審議し、その結果を取締役
会に答申しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　業績連動報酬である役員賞与は、取締役会において定める役員賞与規程にもとづき、業績等を勘案して支給額を算定し、指名報酬委員会にお
ける審議のうえ取締役会にて決定しております。

　当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも
に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2023年３月期における役員報酬は、下記のとおりです。

取締役に支払った報酬等の総額　　　　102百万円

監査等委員に支払った報酬等の総額　　12百万円

社外役員に支払った報酬等の総額　　　　6百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



　当社の役員報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給しております。

　基本報酬は、取締役会において定める役員報酬規程にもとづき、各役員の役位、経歴、実績、社員給与とのバランス等を勘案して算定し、取締
役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会にて審議のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監
査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

　役員賞与は、取締役会において定める役員賞与規程にもとづき、業績等を勘案して支給額を算定し、指名報酬委員会における審議のうえ取締
役会にて決定しております。

　譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式報酬規程にもとづき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会にて決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役に対する各種の連絡、スケジュールの調整、情報提供等は、経営企画部が担当しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）現状体制の概要

　当社は、2019年６月25日開催の第69期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことに
より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役
会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名、監査等委員である取締役は３名で、監査等委員である取締役のうち２名は社外取締役であり
ます。また、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しておりま
す。

（２）各機関および部署における運営、機能および活動状況

＜取締役会＞

　取締役会は、代表取締役社長　吉村和彦を議長とし、福村大介、伊神清隆、角田朋巳、広瀬隆一（監査等委員である取締役）、一川明弘（監査
等委員である社外取締役）、葛西良亮（監査等委員である社外取締役）の計７名で構成しております。取締役会は毎月１回定期的に開催するほか
緊急案件等、議案の内容に応じ適宜対応しております。取締役会では、当社グループの戦略決定等、経営に関する重要事項を決定するとともに、
業務執行状況の監視・監督等により、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

※取締役会の活動状況

　当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

　（17回出席）

　吉村和彦・福村大介・伊神清隆・角田朋巳・広瀬隆一・葛西良亮

　（16回出席）

　一川明弘

　注：2022年６月24日開催の当社定時株主総会の終結の時をもって退任した、木村敏之氏の退任までの開催回数は４回で、同氏は４回中３回出
席しております。

　取締役会における具体的な検討内容は、当社グループの戦略決定等、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役会規程に定められて
いる付議事項について審議するほか、各取締役の業務執行状況の監視・監督等であります。

＜監査等委員会＞

　監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役　広瀬隆一を委員長とし、一川明弘（社外取締役）、葛西良亮（社外取締役）の計３名で構成して
おります。常勤の監査等委員を選定した理由は、情報収集の充実を図り、会計監査人および内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実
効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。監査等委員会は、毎月１回定期的に開催しており、監査等委員会で策定された監査方針
および監査計画にもとづき、業務執行の適法性・妥当性・効率性について監査・監督を行っております。

※監査等委員会の活動状況

　当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

　（14回出席）

　広瀬　隆一・葛西良亮

　（13回出席）

　一川明弘

　 監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法お

よび結果の相当性等であります。また、重点監査項目は、「企業集団の中期経営ビジョン・事業予算の遂行状況」、「法令順守体制の整備と運用
状況」、「情報管理体制の整備と運用状況」、「リスク管理体制の整備と運用状況」であります。

＜指名報酬委員会＞

　指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役または社外有識者の５名で構成され、その過半数は独立社外取締役（監査等
委員を含む）または社外有識者としており、委員長は独立社外取締役（監査等委員）の一川明弘が務め、必要に応じて随時開催しております。同
委員会は当社における任意の諮問機関であり、取締役の指名、報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を審議し、その結果を取締役会に
答申しております。

※指名報酬委員会の活動状況

　当事業年度において当社は指名報酬委員会を２回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。



　（２回出席）

　吉村和彦・一川明弘・葛西良亮・堀雅博

　（０回）

　福村大介

　注：2022年６月24日開催の当社定時株主総会の終結の時をもって退任した、木村敏之氏の退任までの開催回数は２回で、同氏は２回中２回出
席しております。　なお、福村大介氏が就任以降開催された委員会は０回となっております。　

　指名報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役の選任・解任、代表取締役および役付取締役の選定・解職、取締役の報酬等、後継者計
画等の事項であります。

＜サステナビリティ委員会＞

　サステナビリティ委員会は、代表取締役社長　吉村和彦を委員長とし、取締役副社長、常務取締役、上席執行役員１名および執行役員２名を含
めた計６名で構成しております。同委員会は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、持続可能な社会の実現
に貢献することを目的としており、サステナビリティ経営に関する基本方針、事業戦略、目標設定、改善活動等の検討および取組状況の確認を行
い、取締役会において報告・提言を行っております。

＜内部監査室＞

　内部監査室は、内部監査室長　遠山真一の１名で構成しており、経営の合理化、業務の効率化を図るべく、業務の運営ならびに財産の運用・保
全が、法令・定款・諸規程等に準拠していること、経営方針にもとづいて効率的かつ安全に実施されていること等を検証しております。また、監査
等委員である取締役および会計監査人とは、監査の実施状況等について適宜情報交換をするなど相互に連携し、監査の実効性・効率性の確保
に努めており、コンプライアンス委員会やリスク管理部門とも必要に応じて情報交換を行っております。

　また、第74期より役員連絡会のなかで内部監査室による監査報告会を開始します。将来的には、取締役会との連携を確保するため、取締役会
や監査等委員会に対して直接報告を行うデュアルレポーティングラインの構築を検討しています。

　なお、内部監査室は社長直属の機関となっております。

＜コンプライアンス委員会＞

　コンプライアンス委員会は、常務取締役　伊神清隆を統括責任者とし、その他各事業所管理者５名および内部監査室長１名を含めた７名で構成
しており、必要に応じて開催しております。同委員会は役員および従業員が遵守しなければならない関係法令の整備、遵法体制の整備、遵守のた
めの教育・指導、通報の受理と事実関係の調査等の体制の整備を行っております。

＜会計監査人＞

　当社は、2022年3月期より仰星監査法人と監査契約を締結しております。会計監査業務を執行した公認会計士は、小出修平氏および木全泰之
氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他10名であります。

＜責任限定契約に関する事項＞

　当社は、会社法第427条第１項の規定にもとづき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約にもとづく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額としておりま
す。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査等委員会を設置しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が相互にその職務執行の監視・監督にあたるとともに、監査等
委員である取締役が取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行を監査・監督する経営体制を構築しております。

　監査等委員である取締役のうち２名の社外取締役を独立役員として指名し、適法性監査に留まらず、独立・公正な立場で取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の重要な職務執行に対する有効性および効率性の検証を行う等ガバナンス体制を整えており、経営監視体制も十分機能して
いると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
多くの株主様に株主総会にご出席いただけるよう、集中日を避けて開催日を設定しており
ます。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を実施しております。

その他
招集通知は発送日より早期に東京証券取引所および当社ホームページにて開示しており
ます。

２．ＩＲに関する活動状況



補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

個人投資家向け会社説明会を2019年まで毎年実施しておりましたが、2020年
以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止しております。

新型コロナウイルスの分類が「５類」に移行されたことを受け、今後は新型コロ
ナウイルス感染症対策を講じたうえで、会社説明会の開催を検討してまいりま
す。

なお、直近の開催の概要は以下のとおりであります。

・時期等　 ：2019年11月30日(土)　東京にて

・実施内容：当社社長がプロジェクターを使用し、会社の概要、業績の推移、事
業の内容および特色、事業戦略等について約30分間説明。その後約20分間
質疑応答。

・参加者　 ：個人投資家374名。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページには、決算情報およびその他の開示資料、有価証券報告
書および四半期報告書、事業報告書等をタイムリーに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
・ＩＲ担当部署：経営企画部

・ＩＲ担当役員：常務取締役　伊神清隆

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の経営理念である「創和」において、「社員、お客様、株主様、お取引様、地域社会と
の和を相互に調和させ…」と謳っており、各ステークホルダーの立場を尊重しております。
また、行動規範において、経営理念に沿って地域社会との調和を図り、ステークホルダーと
の友好関係を築くことを規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、ビューティフルライフ創造企業として衛生・安全・快適の向上という価値を
創出するとともに、経営理念「創和」のもとステークホルダーとの和を相互に調和させ、立場
の異なるあらゆる主体が「経済・社会・環境」の全ての面で共生できる場を提供することで、
持続可能な社会の実現と当社の企業価値の向上に努めてまいります。サステナビリティ基
本方針等については、当社ホームページに掲載しております。

その他

女性社員が活躍できる組織およびそれを支援する仕組みを議論する女性活躍推進会議を
設置するなど、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進と個々の能力を最大限発揮できる
環境を整備することにより、社員が仕事に誇りをもって活き活きと働き、自己実現を図るこ
とで、社会に新たな価値を提供することができる企業を目指してまいります。

・女性係長級比率　現状： 0.0％　目標： 2027年３月までに10.0％

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

●基本的な考え方

　当社グループは、高い倫理観を持ち経営の効率性、透明性の向上を図るとともに業務を適正かつ効率的に遂行し、その状況を適切に監視する
体制を整備します。

●整備状況

１．当社グループの取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　(1)経営理念「創和」のもと、当社グループの社員が遵守すべき行動のあり方を「行動規範」に、コンプライアンスに関する社内体制等をコンプライ
アンス規程に定めます。当社グループの役員および従業員を対象としたコンプライアンス研修を定期的に開催し、コンプライアンス意識の向上を図
ります。

　(2)総務部担当取締役を統括責任者としたコンプライアンス委員会を設置するなど、当社グループのコンプライアンス体制を構築・充実・強化し法
令遵守を徹底します。

　(3)違法行為を発見した場合には、速やかにコンプライアンス委員会、部門長、監査等委員、顧問弁護士のいずれかに通報することとします。

　(4)反社会的勢力とは一切の関係を持たず、介入等に対しては毅然とした態度で臨みます。また、警察等外部機関や顧問弁護士とも緊密な連携
を保ち、幅広く情報を収集するとともに不当要求は断固排除します。

　(5)財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価・報告する体制
を整備します。



２．取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　(1)取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、総務部担当取締役が所管します。

　(2)取締役の職務執行に係る情報は、文書またはデータ等に記録し、文書管理規程に従って適切に整理・保存・管理・廃棄します。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(1)リスク管理規程にもとづき、社長をリスク管理統括責任者とするリスク管理委員会を設置し、当社グループを取り巻くリスクを適切に管理する
体制を整備します。

　(2)想定されるリスクについて、影響度・発生頻度等をもとに評価し、一定基準を超えるリスクについては防止策を策定し、リスク管理委員会にお
いて、その対策の進捗をモニタリングします。

　(3)リスク発生時には必要に応じ対策本部を設置し、社長が本部長として任に当たります。

　(4)自然災害リスクは事業継続計画（ＢＣＰ）にもとづき諸規程を定め、人的被害ならびに物的被害を最小限に止める体制を整備します。

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(1)取締役は、当社グループの経営目標達成に向けて中期経営計画、予算および行動計画にもとづいて活動を推進します。

　(2)取締役の効率的な職務執行のため、取締役会付議基準、職務分掌および職務権限を明確にします。

　(3)取締役会において業績推移・職務執行状況等をレビューし、取締役の効率的な職務執行を図りかつ統制します。

　(4)重要な意思決定および重要な影響を及ぼす事項は、迅速化・効率化を図るため役員連絡会にて十分協議・検討したうえで取締役会に付議し
ます。

　(5)極めて専門的かつ高度な判断を要する経営課題については、弁護士・公認会計士・税理士等外部専門家の助言を受けます。

５．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　(1)当社グループの経営効率の向上を目的として子会社管理規程を定め、子会社の事業運営に当たります。子会社管理は当社の経営企画部が
主管し、当社の各部門、子会社と相互に連携し、当社グループの業務の整合性を確保します。

　(2)当社の役員または従業員が子会社の取締役・監査役に就き業務の適正を確保します。

　(3)業務の推進状況等について定期的な報告を受けるとともに、予算統制会議等重要な会議への出席を求める等、緊密な意思疎通を図ります。

　(4)当社の内部監査室は、監査等委員および会計監査人と連携し、子会社の業務監査・会計監査・内部統制監査を実施します。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項、および当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独
立性に関する事項

　(1)監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査等委員会と取締役会が協議のうえ合理的な範囲内で配置しま
す。

　(2)当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するために、当該使用人の任命・異動・考課・懲戒等について
は監査等委員会の同意を得るものとします。

７．当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保す
るための体制

　(1)当社グループの取締役および使用人は、取締役会その他重要な会議の場等において監査等委員会に定期的に業務の執行状況を報告しま
す。また、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大なコンプライアンス違反等の事実を知った場合には速やかに監査等委員
会に報告します。

　(2)当社は、上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保する体制を整備します。

　(3)監査等委員は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、必要に応じて重要な会議等に出席するととも
に、議事録、稟議書等業務執行にかかる重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めます。

　(4)監査等委員会は、内部監査室、業務執行取締役、会計監査人、子会社の監査役とも意見交換し、監査の実効性を確保します。

８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

　(1)当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いもしくは償還等を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要
でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を処理します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

●基本的な考え方

　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、介入等に関しては毅然とした態度で臨みます。

●整備状況

(1)反社会的勢力への対応を行動規範に定め、役員および従業員が一切の関係を持たず、介入に対しては毅然とした態度で反社会的勢力との関
係を遮断排除いたします。

(2)反社会的勢力対応統括部署を総務部としております。

(3)反社会的勢力による被害を防止するため、公益財団法人岐阜県暴力追放推進センターに会員として加入し、岐阜県企業防衛対策協議会の定
期会議への参加や、所轄警察署、顧問弁護士等との緊密な連携を平素より心がけ、情報収集、排除に努めております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし



該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る体制の状況は、以下の通りです。

(1)情報開示の基本方針

　当社は、適時適切な情報開示は、健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識しております。常に投資者の視点に立った、迅速、
正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう、社内体制の充実に努め、証券取引所の定める「適時開示規則」に従い、投資者へ適時適切
な会社情報の提供を行っていくことを基本方針としております。

(2)情報開示担当部署

　経営企画部を情報開示担当部署としております。

(3)会社情報の適時開示について

＜決定事項に関する情報＞

　重要な決定事実については、原則として毎月１回開催する取締役会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより迅
速な対応を行っております。決定された重要事実については、法令および証券取引所の定める「適時開示規則」に従い、開示が必要であるか否か
を情報開示担当役員を中心に検討し、開示が必要となる場合には、迅速に開示を行っております。

＜発生事実に関する情報＞

　重要事実が発生した場合には、担当部署から速やかに取締役会に対して報告がなされます。併せて、証券取引所の「適時開示規則」に従い、情
報開示担当役員を中心に内容を検討し、開示が必要となる場合には、迅速に開示を行っております。

＜決算に関する情報＞

　決算に関する情報については、経営企画部において決算財務数値および定性情報等を取りまとめ、会計監査人の監査を受け取締役会にて承
認し、開示しております。また業績見通しについては、経営企画部において取りまとめ内容が確定次第、取締役会に報告し承認を得て開示してお
ります。

　情報の開示は、「TDnet」を利用して遅滞なく行い、その後記者クラブへ資料を配布すると同時に、当社ホームページへ掲載を行っております。

　なお、適時開示までの間における重要事実の取扱いについては、「内部者取引防止規程」にもとづき、未公表の会社情報の厳重な管理および内
部取引の禁止を徹底しております。

【参考資料】コーポレート・ガバナンス体制の模式図


